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【 シ ン デ ィ ・ ワ ン 「 心 電 心 」 ダ ン ス オ ー デ ィ シ ョ ン 2010】 応 募 規 約  

【 シ ン デ ィ・ワ ン「 心 電 心 」ダ ン ス オ ー デ ィ シ ョ ン 2010】 

応 募 規 約  

1． 規 約 の 適 用  

本 規 約 は C-POP TV 株 式 会 社 が 運 営 す る ｢シ ン デ ィ ・ ワ ン 「 心 電 心 」 ダ ン

ス オ ー デ ィ シ ョ ン 2010｣(以 下 、｢本 サ イ ト ｣と い い ま す )の 利 用 に 関 し て 適

用 さ れ ま す 。   

弊 社 は 本 サ イ ト 運 営 に お け る 業 務 を 、 機 密 保 持 契 約 を 締 結 し て い る 協 力 企

業 、提 携 会 社 及 び 業 務 委 託 会 社 に 委 託 す る 場 合 が あ り 、こ れ を 総 称 し て「 運

営 事 務 局 」 と し ま す 。  

2． 本 サ イ ト の 利 用 に つ い て  

利 用 者 は 本 サ イ ト に 応 募 し た 時 点 で 、 ア ッ プ ロ ー ド さ れ た フ ァ イ ル 及 び そ

の フ ァ イ ル に つ い て の 情 報 が 、 本 サ イ ト 及 び 本 サ イ ト が 提 携 す る

YouTube(www.youtube.com)に お い て 視 聴 可 能 な 状 態 と な る こ と を 利

用 者 は 同 意 す る と 同 時 に 、 本 規 約 お よ び YouTube の 利 用 規 約

(http://www.youtube.com/t/terms)に 同 意 す る も の と し ま す 。  

3． 運 営 事 務 局 の 対 応  

運 営 事 務 局 は 、 利 用 者 か ら 応 募 さ れ た 動 画 を 検 閲 し 、 規 約 内 容 と 秒 数 を 確

認 し 、 違 反 事 項 が な け れ ば YouTube へ ア ッ プ ロ ー ド す る も の と し ま す 。 

そ の 際 に 、 利 用 者 に 対 し 、 「 承 認 に よ る ア ッ プ ロ ー ド 」 も し く は 「 承 認 不

可 に よ る ア ッ プ ロ ー ド 禁 止 」 の 内 容 を メ ー ル で 通 知 す る も の と し ま す 。  

利 用 者 に よ る 禁 止 事 項 に 該 当 す る 行 為 を 確 認 し た 場 合 、 運 営 事 務 局 は 自 己

の 判 断 に よ り 利 用 者 に 対 す る 事 前 の 告 知 な く 書 き 込 み ・ ア ッ プ ロ ー ド し た

デ ー タ フ ァ イ ル の 削 除 を 含 め た 対 応 を 行 い ま す 。  

運 営 事 務 局 が 任 意 の 理 由 に 基 づ き 必 要 と 判 断 し た 場 合 、 禁 止 事 項 に 該 当 す

る こ と が 明 確 で な い 場 合 で も 利 用 者 に 対 す る 事 前 の 告 知 な く 書 き 込 み ・ ア

ッ プ ロ ー ド し た デ ー タ フ ァ イ ル の 削 除 を 行 う こ と が あ り 、 利 用 者 は こ れ を

承 認 し ま す 。  

法 令 に 基 づ く 場 合 、 人 の 生 命 ・ 身 体 又 は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る 場

合 、 公 衆 衛 生 の 向 上 又 は 児 童 の 健 全 な 育 成 の 推 進 の た め に 必 要 が あ る 場 合 、 

国 の 機 関 若 し く は 地 方 公 共 団 体 又 は そ の 委 託 を 受 け た 者 が 法 令 の 定 め る

事 務 を 遂 行 す る こ と に 対 し て 協 力 す る 必 要 が あ っ て 本 人 の 同 意 を 得 る こ

と に よ り 当 該 事 務 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き 、 第 三 者 の 権 利

を 侵 害 し て い る 行 為 に 対 す る ク レ ー ム に 対 応 す る た め に 必 要 と 運 営 事 務

局 が 判 断 し た 場 合 、 そ の 他 本 サ イ ト の 運 営 上 必 要 で あ る と 運 営 事 務 局 が 判

断 し た 場 合 、 運 営 事 務 局 は 本 サ イ ト に お け る デ ー タ の ア ッ プ ロ ー ド 、 そ の

他 利 用 者 が 本 サ イ ト の 利 用 に 際 し て 行 っ た 全 て の 行 為 に 関 し て 、 当 該 行 為
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の 記 録 並 び に 当 該 行 為 を 行 っ た 利 用 者 に 関 す る 全 て の 情 報 (当 該 利 用 者 の

個 人 情 報 、 ア カ ウ ン ト 登 録 に 関 連 す る 全 て の 情 報 、 そ の 他 利 用 者 に よ る 本

サ イ ト の 利 用 に 関 す る 全 て の 情 報 、 運 営 事 務 局 が 確 認 し た Ｉ Ｐ ア ド レ ス 及

び タ イ ム ス タ ン プ 等 ネ ッ ト ワ ー ク 上 の 全 て の 情 報 を 含 み ま す )を 保 存 ・ 開

示 ・ 提 供 す る こ と が で き る も の と し 、 利 用 者 は こ れ に 同 意 し ま す 。  

利 用 者 は 運 営 事 務 局 に よ る 書 き 込 み の 削 除 、 ア ッ プ ロ ー ド し た デ ー タ フ ァ

イ ル の 削 除 等 の す べ て の 対 応 に つ い て 、 運 営 事 務 局 に 対 し て 異 議 を 唱 え な

い こ と に 同 意 し ま す 。   

4． 投 稿 さ れ る フ ァ イ ル に お け る 禁 止 事 項  

利 用 者 に よ る 本 サ イ ト の 利 用 及 び ア ッ プ ロ ー ド す る フ ァ イ ル に 関 し て 、 以

下 の 行 為 が 禁 止 さ れ て い ま す 。  

•  法 令 に 違 反 す る 行 為 及 び 違 反 す る 行 為 を 幇 助 ・ 勧 誘 ・ 強 制 ・ 助 長 す

る 行 為  

•  本 サ イ ト の サ ー バ ー に 過 度 の 負 担 を 及 ぼ す 行 為  

•  本 サ イ ト の 運 営 を 妨 害 す る 行 為 、 運 営 事 務 局 が 不 適 切 で あ る と 判 断

す る 行 為  

•  他 の 利 用 者 の 本 サ イ ト 利 用 を 妨 害 す る 行 為  

•  選 挙 の 事 前 運 動 、 選 挙 運 動 又 は こ れ ら に 類 似 す る 行 為 、 及 び 公 職 選

挙 法 に 抵 触 す る 行 為  

•  他 人 の 名 誉 、社 会 的 信 用 、プ ラ イ バ シ ー 、肖 像 権 、パ ブ リ シ テ ィ 権 、

著 作 権 そ の 他 の 知 的 財 産 権 、そ の 他 の 権 利 を 侵 害 す る 行 為 (法 令 で 定

め た も の 及 び 判 例 上 認 め ら れ た も の 全 て を 含 む ) 

•  他 の 利 用 者 へ の 中 傷 、 脅 迫 、 い や が ら せ に 該 当 す る 行 為  

•  差 別 に つ な が る 民 族 ・ 宗 教 ・ 人 種 ・ 性 別 ・ 年 齢 等 に 関 す る 表 現 行 為  

•  自 殺 、 集 団 自 殺 、 自 傷 、 違 法 薬 物 使 用 、 脱 法 薬 物 使 用 等 を 勧 誘 ・ 誘

発 ・ 助 長 す る よ う な 行 為  

•  性 交 及 び わ い せ つ な 行 為 を 目 的 と し た 出 会 い 等 を 誘 導 す る 行 為  

•  性 的 、 わ い せ つ 的 、 暴 力 的 な 表 現 行 為 、 そ の 他 人 に 過 度 の 不 快 感 を

及 ぼ す お そ れ の あ る 行 為  

•  露 出 度 の 高 い 卑 猥 な 動 画 の ア ッ プ ロ ー ド 行 為 、 リ ン ク 掲 載 行 為  

•  児 童 買 春 ・ ポ ル ノ 、 無 修 正 ビ デ オ 動 画 の ダ ウ ン ロ ー ド サ イ ト 等 へ の

リ ン ク 掲 載  

•  運 営 事 務 局 の 許 諾 を 得 な い 売 買 行 為 、 オ ー ク シ ョ ン 行 為 、 金 銭 支 払

や そ の 他 の 類 似 行 為  

•  運 営 事 務 局 の 許 諾 を 得 な い 商 品 や サ ー ビ ス の 広 告 、 宣 伝 を 目 的 と し

た プ ロ フ ィ ー ル 内 容 の 公 開 、 そ の 他 ス パ ム メ ー ル 、 チ ェ ー ン メ ー ル

等 の 勧 誘 を 目 的 と す る 行 為  

•  他 人 の 名 義 、 そ の 他 会 社 等 の 組 織 名 を 名 乗 る こ と 等 に よ る 、 な り す

ま し 行 為  

•  公 序 良 俗 、 一 般 常 識 に 反 す る 行 為  

•  虚 偽 、 ま た は 誤 認 す る 情 報 な ど に よ り 意 図 し な い 動 画 再 生 を 誘 発 す

る 行 為  
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•  そ の 他 上 記 に 準 じ る 行 為  

5． 応 募 条 件  

オ ー デ ィ シ ョ ン 概 要 に 書 か れ て い る 注 意 事 項 （ リ ン ク ） に 同 意 す る も の 。 

ま た 、 以 下 の 条 件 を す べ て 満 た し て い る こ と  

•  動 画 が 指 定 フ ァ イ ル 形 式 、フ ァ イ ル 容 量 ２ G ま で 、10 分 以 内 を み た

し て い る 。   

動 画 の 指 定 フ ァ イ ル 形 式 と は PCで は WMV、.AVI、.MOV、.MPG フ

ァ イ ル な ど で す 。な お 、詳 し く は YouTubeの ヘ ル プ を ご 確 認 く だ さ

い 。  

•  指 定 の 音 楽 を BGM に 踊 っ て い る  

•  「 ４ ． 投 稿 さ れ る フ ァ イ ル に お け る 禁 止 事 項 」 に 反 し て い な い  

全 て 満 た し て い る 場 合 に 、 運 営 事 務 局 は 運 営 事 務 局 の 判 断 で 利 用 者 の ア ッ

プ ロ ー ド さ れ た フ ァ イ ル を YouTube に ア ッ プ ロ ー ド す る も の と し ま す 。

上 記 に １ つ で も 反 し て い る 場 合 、 応 募 は 無 効 と な り ま す 。 ま た 、 運 営 事 務

局 に は 利 用 者 か ら の 応 募 さ れ た 動 画 を ア ッ プ ロ ー ド し な い 権 利 が あ る こ

と を 利 用 者 は 承 認 し ま す 。 ま た 、 再 生 回 数 を 不 正 な 方 法 で 増 減 さ せ た と 事

務 局 が 判 断 し た 場 合 は 、 運 営 事 務 局 は 利 用 者 に 対 す る 事 前 の 告 知 な く 書 き

込 み ・ ア ッ プ ロ ー ド し た デ ー タ フ ァ イ ル の 削 除 を 行 う こ と で 利 用 者 の 応 募

条 件 を 無 効 に す る こ と が あ り 、 利 用 者 は こ れ を 承 認 し ま す 。  

6． 免 責 事 項  

利 用 者 が 本 サ イ ト を 利 用 す る 場 合 、 運 営 事 務 局 は 、 本 サ イ ト に 掲 載 さ れ る

情 報 の 正 確 性 、合 法 性 、道 徳 性 、最 新 性 、適 切 性 (カ テ ゴ リ ー の 適 切 性 、妥

当 性 を 含 み ま す )な ど に つ い て 保 証 す る こ と は で き ま せ ん 。  

運 営 事 務 局 は 、 本 サ イ ト を 利 用 し た こ と 又 は 利 用 が で き な い こ と 、 本 サ イ

ト か ら の リ ン ク 先 を 利 用 し た こ と 又 は 利 用 が で き な い こ と に よ っ て 引 き

起 こ さ れ た 損 害 に つ い て 、 直 接 的 又 は 間 接 的 な 損 害 を 問 わ ず 一 切 責 任 を 負

わ な い も の と し ま す 。 本 規 約 の 条 項 の い ず れ か に 利 用 者 、 又 は 他 の 利 用 者

が 違 反 し た 場 合 も 、 利 用 者 は 運 営 事 務 局 に 対 し て の 主 張 、 訴 訟 そ の 他 全 て

の 法 的 措 置 か ら 運 営 事 務 局 を 免 責 す る も の と し ま す 。 本 サ イ ト 利 用 に よ り

発 生 し た 通 信 料 に つ い て 利 用 者 に 争 い が 生 じ た 場 合 も 、 運 営 事 務 局 は 免 責

さ れ る も の と し ま す 。  

そ の 他 の 合 意 事 項  

・ 応 募 者 は 、 自 己 の 責 任 に お い て 本 サ イ ト に 参 加 す る も の と し ま す 。   

http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=55744&topic=16612
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・ 運 営 事 務 局 、 そ の 関 係 会 社 、 業 務 委 託 先 及 び 審 査 員 は 、 応 募 者 が 本 サ イ

ト に 参 加 し た こ と に よ り 、 応 募 者 自 身 が 被 っ た い か な る 損 害 に つ い て も 、

責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。   

・ 運 営 事 務 局 、 そ の 関 係 会 社 、 業 務 委 託 先 及 び 審 査 員 は 、 応 募 者 が 本 サ イ

ト に 参 加 し た こ と に よ り 、 応 募 者 と 第 三 者 と の 間 で 生 じ た い か な る 紛 争 に

つ い て も 、 そ の 原 因 の 如 何 を 問 わ ず 、 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す 。  

7． ア カ ウ ン ト 情 報 の 利 用  

利 用 者 は 、 本 サ イ ト の 利 用 に お け る ニ ッ ク ネ ー ム と し て 、 本 サ イ ト に お け

る 応 募 者 情 報 (ア カ ウ ン ト 情 報 と し て 登 録 さ れ て い る 全 て の 情 報 を 含 み ま

す )が 使 用 さ れ る こ と に 同 意 す る も の と し ま す 。  

8． 準 拠 法 ・ 言 語  

本 規 約 は 日 本 法 を 準 拠 法 と し 、 東 京 地 方 裁 判 所 を 第 一 審 の 専 属 管 轄 裁 判 所

と し ま す 。 本 サ イ ト 及 び 本 規 約 の 表 示 は 全 て 日 本 語 に よ り 表 示 さ れ 、 日 本

語 の み に よ り 解 釈 さ れ ま す 。  

9． 本 サ イ ト の 運 営 及 び 規 約 の 変 更 に つ い て  

本 サ イ ト の 内 容 及 び 本 規 約 の 内 容 は 、 運 営 事 務 局 の 判 断 に よ り 事 前 の 予 告

な く 任 意 に 変 更 で き る も の と し ま す 。 利 用 者 は 変 更 さ れ た 時 点 で の 内 容 に

同 意 し て い る も の と み な さ れ ま す 。 本 サ イ ト は 事 前 の 予 告 な く 任 意 の 理 由

で サ ー ビ ス 提 供 を 中 断 ・ 停 止 す る 場 合 が あ り ま す 。  

10． ア ッ プ ロ ー ド さ れ た 動 画 に 関 し て  

利 用 者 は 、 本 サ イ ト に 応 募 さ れ た 動 画 に 関 す る 著 作 権 は 運 営 事 務 局 に 帰 属

す る も の と し ま す 。  

１ １ ． そ の 他  

 本サイトに関連する提出物等は一切返却されませんのでご了承下さい。 

投稿動画、とオーディションで撮影された映像はテレビなどのメディアで放送、配信、ま

た DVD などの 2 次利用することがございますが全ての著作物は運営事務局に帰属するこ

ととします。 

※何らかの問題が起こり、メディアでの映像使用の差し止めを行いたい場合は早急に下記

までメール（info@ritz.bz）までご連絡ください。 

―以上― 


